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福井県では 2 月 22 日、「食中毒多発注意報」を発令し、食中毒の防止、特にノロウィルスによる

ものの防止の徹底を呼びかけています。ノロウィルスによる食中毒・感染性胃腸炎は冬に多く発生し、

3 月に入っても発生がみられます。一人一人が予防対策を心がけましょう。 
 

予防対策 
 ①手洗い 

● 手洗いは、トイレの後、食事の前、調理の 

前、ケアの前後などに必ず行なう。 

● 石鹸・消毒液を用いて手を洗い、30 秒以上 

かけて流水で流す。 

● 手洗い後はペーパータオルで十分に水気を 

拭き取る。 

 ②手袋 

● 医療機関や施設等で食品に直接触れる際、 

患者さん等にケアをする際には必ず手袋をする。 

● ケアの際には、たとえ汚れていなくても、 

1 対象者毎に手袋を換える。 
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◎ ご意見・ご感想お待ちしております！ 

○ 編集後記 ○  

早いもので、この「はっする」が今年度の最終号になり

ます。一年間ありがとうございました☆☆来年度もよろ

しくお願いいたします 

第２4 号 

福井県感染症発生動向調査速報【2 月】（1/30～2/26） 
・ １類・２類・３類…0 件 

・ 4 類…レジオネラ症 1 件 

・ ５類（全数）…梅毒 2 件、 

後天性免疫不全症候群 1 件   

若狭管内での発生はありませんでした。 

 

ノロウィルスによる食中毒・感染性胃腸炎が発生しています！ 

食品の十分な加熱と手洗いの徹底を心がけましょう！ 

インフルエンザ情報 
インフルエンザﾞ定点報告数（福井県） 

※平年とは、過去１０年間の平均値      

患者報告数は減少傾向ですが、まだ流行中です 

感染性胃腸炎定点報告数（福井県）   

       

 
 患者報告数は減少傾向にあります。 

③汚物、吐物の処理                  

● 処理する際は必ず手袋をする。 

● いつまでも放置せず、速やかに処理する。 

● ポリ袋など、密封できる容器を用い、漏

れないようにして捨てる。 

● 汚染した床などは、塩素系消毒薬（ハイ

ターなど）で浸すように拭き取る。 

④食品の取扱い 

● 食品は 10℃以下で保存し、なるべく加熱

する。 

● カキ等の二枚貝類は生で食べるのは避

け、中心部まで十分加熱する。 

● 調理場は清潔を保つ。 


